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新潟市障がい者地域自立支援協議会 第１５回全体会 議事録 

日時：平成２７年１０月１３日（火）１５：００～１７：００ 

場所：白山会館 大平明浄の間

○山賀会長

皆さんご苦労様です。ポプラの家の山賀です。先にお詫びしておきますが、気管支を痛

めてしまいお聞き苦しい進行になるかも知れませんがご容赦いただければと思います。そ

れでは時間も限られておりますので早速座って説明させていただきます。それでは議事(１)
「区協議会の成果について」に移らせていただきます。各区障がい者地域自立支援協議会

の成果及び特徴的取組み等について説明をしていただきたいと思います。全区で８区ござ

いますので４区毎に区切りまして質疑等受けたいと思います。先程部長さんよりもお話あ

りましたので是非積極的にご意見・ご質問・ご提言をいただければ有難いと思いますので

ご協力お願いします。それでは先に東区そして中央区・江南区・秋葉区まで前半とさせて

いただきますのでよろしくお願いします。それでは東区さんお願いいたします。

○東区健康福祉課障がい福祉係長

東区の障がい福祉係の宮尾と申します。よろしくお願いします。東区の障がい者地域自

立支援協議会の特徴的取組み・成果についてですが、協議会のない月３ヶ月に１回協議会

ありますので他のない月にケースの検討課題を開催しています。そこではケースのタイト

ルだけを事前に示して後は委員からの質問によってケースの情報を引き出すというふうな

事をやっていっています。ホワイトボードに書き出してまとめるという手法です。これに

よって委員の１人１人から質問や意見が出て事前に検討し、こうではないかと思っていた

事以外のことが多く出てきまして充実したケース検討が出来ました。その中で市の協議会

の要望として強度行動障がいの県の研修補助もありますけれども、それだけでは対応出来

る施設というのは増えないというふうな事がありまして強度行動障がい者・児が地域で暮

らしていく為の具体的な対策案を検討して欲しいということ、を協議会の方に要望してい

くということ、です。具体的には強度行動障がい者・児に対応出来るグループホーム・生

活介護事業所や短期入所事業所を増やすというふうな事。２番として緊急時の受入れ体制

を作る。児童相談所の一時保護委託先を確保病院との連携などが挙げられます。３番とし

て強度行動障がい者・児の訓練施設を作る。家庭から離れて支援や訓練が受けられる有期

限で入所型の施設が必要ではないかということです。４番として親への研修・ペアレント

トレーニングの充実というふうなことが上げられました。５番として地域で孤立しがちな

困難ケースのシステム作りが必要ではないかと。６番として強度行動障がい者・児に対応

が出来る現存の施設の敷地内グループホームの設置認可が容易に受けられる環境作りが挙

げられました。ということが今までの特徴的取組み・成果です。今後の計画としてという

ことで書いてありますけれども昨年に引き続き小中学校の職員を対象に発達障がい研修会
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と銘打って基幹相談支援センターの紹介・相談支援事業の説明それから発達障がいのある

児童が利用出来る制度・サービスの説明、障がいのある親が利用出来る支援制度・子育て

の観点からのサービスの説明、発達障がいのある児童または親への支援の在り方、事例紹

介の講義を行った後に自立支援協議会のメンバーと意見交換を行う予定です。また相談支

援事業所の連絡会やサービス事業種別毎の連絡会なども計画していきます。以上で東区の

報告を終わります。

○山賀会長

ありがとうございました。続いて中央区さんお願いします。

○中央区健康福祉課障がい福祉係長

中央区健康福祉課障がい福祉係の鳴海と申します。中央区について説明させていただき

ます。まず中央区の特徴的取組み・成果ですが、１点目は入浴サービス調査についてです。

今年度に入って入浴が出来ずに困っている障がい者がいるという報告また入浴介護を提供

する通所施設に負担が集中しているという報告がありました。それをきっかけとして入浴

サービスにかかる実態調査を行う事となり協議会委員及び中央区内の相談事業所など２７

ヶ所に調査票を配布し１３ヶ所から回収いたしました。その結果入浴が困難である障がい

者が多数いる事。また身体・知的・精神などそれぞれの障がい特性により様々な困難事例

がある事が判明いたしました。中央区における入浴に関する課題が全区に共通するものな

のか、区によって異なる課題もあるかなど傾向を把握する為に全区で調査を実施して新潟

市として解決しなければいけない課題があるかどうかの検証を行うよう９月の自立支援協

議会の報告会で中央区として要望を行いました。２点目に掲げた特別高等支援学校の卒業

生の計画相談の調整ですが、今年度からサービスの支給決定の際は計画相談が必須となっ

たことから特別支援学校の卒業生が混乱なくサービスを利用する事が出来る様、予め保護

者に計画相談の事業所の希望調査を行う事とし進路担当教諭及び区内の相談支援事業所に

集まってもらい説明会を開催しました。その後保護者からの希望調書の内容を踏まえ計画

相談事業所の調整を行いました。３点目、障がい年金研修を行って欲しいという要望を受

けていた為、９月９日市役所本館で研修会を開催いたしました。新潟西年金事務所の職員

を講師としてお迎えし中央区の委員や中央区内の関係者を中心に多久にも声を掛け４７名

の参加者がいました。続きまして今後の計画について説明いたします。１点目、中央区で

は困難事例の検討を行いながら従事者のスキルアップを図ると共に抽出された課題につい

て新潟市自立支援協議会に対し必要に応じ今後も要望を行っていきます。２点目、見学会

や研修会の開催について委員から要望があるところですが、今年度は既に障がい年金研修

会の実施済みである事、ケース検討も大事にしていきたいという委員の意見もいただいて

いる事から実施するかどうかについては、現在検討中です。以上で中央区の報告を終わり

ます。
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○山賀会長

ありがとうございました。続いて江南区お願いします。

○江南区健康福祉課障がい福祉係長

江南区役所健康福祉課障がい福祉係の大坂と申します。よろしくお願いいたします。平

成２７年度上半期分の特徴的取組み・成果の主なものについてご説明申し上げます。江南

区では放課後等デイサービスの利用について関係者等に広く知っていただく為に放課後等

デイサービスＰＲワーキンググループによる検討を進めています。放課後等デイサービス

の職員、新潟市社会福祉協議会のひまわりクラブ担当者、江南区教育支援センター指導主

事、健康福祉課児童保育士と江南区障がい者地域自立支援協議会の委員によってワーキン

ググループを構成しました。６月７月にワーキングを行い課題を整理し、まずは江南区の

公私立保育園園長会議において制度ガイドなどについてプレゼンを行い区内の保育園に対

して概要について周知を図ったところでございます。続きまして下半期の取組みでござい

ます。放課後等デイサービスＰＲワーキンググループにつきましては今月２回開催する事

とし、今後は毎月の実施を予定しております。今の活動としましては、虎の巻と申しまし

ょうかガイドブック的な物の作成に取り組んでいるところです。これはひまわりクラブと

放課後等デイサービスの違いを始めとして福祉の制度概要などがまとまったものを考えて

おります。次に障がい児支援セミナーでございます。小中学校に在籍する児童生徒の地域

生活支援の充実に向けた取組みを推進する為に江南区の障がい児支援に携わる方々を対象

にセミナーを開催いたします。身体・知的・精神などの障がい福祉制度や福祉サービスを

知っていただき教育と福祉が協力し合い地域生活支援の為に活用していただく機会といた

します。その他に障がい者施設見学会や介護保険制度研修会を行い関係職員の意見の共有

などを図っていくものでございます。以上でございます。

○山賀会長

ありがとうございました。続いて秋葉区お願いします。

○秋葉区健康福祉課障がい福祉係長

秋葉区健康福祉課障がい福祉係の岡村と申します。よろしくお願いいたします。まずお

詫びでごすがも、秋葉区の資料２行目の「障害者チャレンジ支援」それから下から２行目

「障害福祉サービス利用に掛る」、こちらひらがなのところ漢字になっております。申し訳

ございませんでした。それでは秋葉区の取組みを報告させていただきます。１つ目就労支

援でございます。福祉施設に通所する障がい者の方々に区役所内で事務作業訓練の場を提

供すると共に区役所以外の公共施設・民間事業所に出向いて職場実習を行い障がい者雇用

に対する理解と障がい者の就労意欲の向上に努めております。協議会におきまして情報共



4 

有事業の検証や就労就職等の意見をいただいております。２つ目重度心身障がい児等ケー

ス寄り添い支援でございます。対象のケースは４歳から１６歳でございます。平成２２年

度よりいくつかのケースの現状確認課題といったところを毎回協議会に報告し教育・医

療・福祉サイドで課題を共有し寄り添いながら継続的な相談支援を行っております。３つ

目障がい者の高齢化に伴う高齢介護分野との連携でございます。障がい者の高齢化が進み

介護保険の対象者となる障がい者が増える中で障がいサービスから介護保険サービスへの

円滑な移行について、また介護保険サービスと障がい福祉サービスの併用などについてワ

ーキンググループで検討を行い今後研修会勉強会を行います。４つ目障がい児支援にかか

る関連機関との連携でございます。障がい児支援としまして障がいサービスを利用してい

る、これから利用するなど小中学校の障がい児に関わる職員と福祉サービス関係者との連

携を深めより良いサービス提供に向け検討を行っております。５つ目障がい福祉サービス

にかかる計画相談支援の課題共有でございます。秋葉区には相談事業所が２ヶ所あります

が、それぞれの事業所から障がい者と児それから秋葉区以外の計画件数月平均の新規件数

の数字を報告いただき現在相談員さんお１人お１人が抱えている件数やモニタリングを含

めた今後の見通しについて報告をいただきました。どこも１人の相談員が抱える件数は１

００件を超えている現状、今後のモニタリングや新規利用者の見込み数を報告させていた

だきました。続きまして今後の取組みでございます。就労支援の推進でございます。引き

続き実習受け入れ先の開拓を行い障がい者就労就職への理解を深めると共に職場実習の場

を提供して能力向上に努めていきたいと考えております。また来年２８年度が３年目とな

り事業見直しの時期でもありますので関係機関との意見交換を行い内容検討も行います。

次に重症心身障がい児のケース寄り添い支援でございます。現状やライフステージの変化

に伴う課題の共有を整理し支援に繋げていきたいと考えております。続きまして障がい者

の高齢化に伴う高齢介護分野との連携でございます。先程も申しましたが、障がいサービ

スから介護保険サービスへ円滑な移行について。介護保険サービスと障がい福祉サービス

の併用について秋葉区内のケアマネージャーを対象に研修会を行います。開催日時でござ

いますが、今週１６日金曜日午後１時半から会場は秋葉区役所で行います。最後に障がい

児支援にかかる関係機関との連携でございます。障がい児支援としまして、障がいサービ

スを利用しているこれから利用するなど小中学校の障がい児に関わる職員と福祉サービス

関係者の事柄について学校を始めとする教育関係者と福祉サービス関係者の意見交換サー

ビス勉強会を開催し教育と福祉の連携強化を図るものです。こちらの開催日時は１２月２

５日金曜日に開催予定でございます。以上秋葉区の報告でございます。

○山賀会長

ありがとうございました。それでは前半４区よりご説明いただきましたので一旦ここで

皆さんからご質問ご意見等がありましたら受け付けていきたいと思いますが、皆さんいか

がでしょうか。角田委員お願いします。
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○角田委員

角田です。よろしくお願いします。中央区の障がい年金研修会の事についてもう少し詳

しく、どの様な目的で開催され、どの様な結論に至ったかというあたり。あるいはまた参

加者の方について聞きそびれてしまったので、どういう方々が受講されているのかという

あたりを教えて下さい。

○中央区健康福祉課障がい福祉係長

障がい年金研修会ですが、まず中央区の方では昨年の年度末に委員に対して２７年度中

に研修会や見学会などあるいは自立支援協議会の内容について要望のアンケートを行いま

した。その中で触法関係なんかの施設を見に行きたいという様な要望やその中の１つとし

て障がい年金研修会を行って欲しいという委員からの要望がありました。その一方で障が

い福祉課の方が事務局となっている障がい者施策審議会の中でもそこの委員から障がいに

携わる職員が障がい年金の事を知らないのではないかということ。そう言った事の知識を

持って障がい者の支援にあたっていく事が必要ではないかと。私その場に居ませんので少

し誤差があるかも知れませんけれども、そう言った要望が出たというふうにも聞いており

まして、その施策審議会に出席した中央区の健康福祉課長からこういった意見が出ている

けれども中央区としては何か出来ないかということ。で中央区の健康福祉課長の方から話

がありまして、私共としては委員の方からもその様な要望を受けていた事それから窓口や

障がい者の方に窓口以外で接する時に色々な質問を受ける時に障がい年金の事について聞

かれる事が多々ございます。その時に市役所の厚生年金を担当する部署は障がい福祉課や

障がい福祉係じゃないものなのであまり知識が無くてまったく答えられない様な事もある

わけでそういった事からも取り扱う部署が違うにしても、もうちょっと職員として障がい

年金の知識を持ちたい。それであと委員さんやそれから相談事業所の方々もそういった質

問を受けたりする事もあるかも知れないのでそういった事をその研修によってどのぐらい

の知識が得られるか分からないけれども、とりあえずそれぞれが福祉従事者として障がい

福祉の従事者として知っておきたい年金知識ということで研修会を開催しようということ

で講師をどうしたら良いかという話だったんですけれども新潟西年金事務所の方に講師を

お願いしたところ快く承諾していただいて９月９日に開催する事が出来ました。呼びかけ

たのは中央区の自立支援協議会の委員とそれから中央区内の計画相談の事業所それから中

央区内の地域活動支援センターの職員にも声掛けをしました。地域活動支援センターは計

画相談がなくても利用できるので、地域活動支援センターの職員からやっぱり色々な相談

を受けて困るんですよねという相談を別個に受けていたので、地域活動支援センターの方

にも声かけをさせていただきました。あとそれ以外に中央区以外の区役所と中央区の基幹

相談センターにも声かけをさせていただき、４７名の出席がございまして参加された方か

らはちょっとわからないことも多かったけれども全然わからなかったので本当に良かった
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というような声、それから日程の関係で参加できなかったけれども参加したかったのでま

たやってほしいという声などをいただいております。こんなところでよろしいでしょうか。

○山賀会長

はい、よろしかったでしょうか。他にございますでしょうか。はい、坂井委員。

○坂井委員

せっかく年金の話をしていただいたので、障がい年金というと、どうしてもどういった

所で最初にとば口がひっかかるのかということで言うと、私も精神科病院にいたこともあ

るので、ワーカーの立場で、どんな状況の中で声がかかるのか、逆に言うと本当に障がい

基礎年金と障がい年金と様々なこの年金にはいくつもあるんですけれども、その辺では病

院に来た時に、当然ですけど障がいになってから１年というようなことが縛りとしてあり

ますよね。そんなところでやっぱり大澤さんはかなりのケースを抱えたのではないかなと

いうことで、ちょっとレクチャーを簡単にしていただけると。

○山賀会長

はい、大澤委員お願いします。

○大澤委員

突然の振りに驚いたんですけども、自己紹介の時にお話ししなかったんですけど、私平

成１０年に南浜病院に就職してですね、この４月からまた、いわゆる病院の相談業務に戻

ってきたんですが、その前まで３年半ほど障がい福祉サービス事業所にいました。ワーカ

ーをやっていて障がい年金の新規の相談を受けることを結構あるんですけれども、最近思

うことを先に１つ言わせていただくと、私精神科の分野しか知らないんですけれども数年

前まで中々障がい年金を申請するっていうハードルが高いようなイメージがあって、まず

役所に相談行く前に病院の相談員の方に話があったりということが多かったような気がし

ます。そうすると、一応ワーカーの方で持ってる情報と制度の説明をさせていただいて申

請するにはこういう準備が必要だとか、一緒になって初診料を確認したりとか受診料を確

認したりとかをしたんですが、最近は、逆に言うと色んなところで相談ができるようにな

ったのか、突然役所から書類をもらってきたので診断書書いてくださいっていうような。

そうするとこちらの方で全然情報がなかったりとかですね、申請前のコニュミケーション

を含めたその準備・共同作業みたいなのがちょっとできにくくなってるような状況がある

かなと思いますので今のお話、その勉強会をやっていただくというのがこちらとしても非

常にありがたいこと、これは間違いないんですけれども、事前に、例えば医療機関等にか

かっているのであればそこの相談員と事前に相談をしていただいてから動いてもらう、こ

ちらとしてもよりスムーズにいくかなというような印象持っています。坂井さんよろしい
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でしょうか。

○坂井委員

新聞に載ったのは前になると思うんですけども、新潟県は非常に年金が出やすいという

のと、非常に出にくいところがあるということで、そのことが新聞記事に出たために障が

いを抱えてらっしゃる方が非常に不安に思ったんですね。もしかしたら出ない方に基準が

あるんじゃないかと。そういうことも含めてですけれども、やはりその辺でこちらもきち

んと装備をしていかないと、年金について、あやふやな知識だけでは対応できないんじゃ

ないかと思うのと、ぜひ今のままの受給率を減らさないでほしいなというのが私からの、

ここでこんな話していいですか。たぶん言うべきだと思いましたので、あえて年金の計画

の中だったのでお願いします。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。他にございますでしょうか。はい、お手が上がらない

ようですので、それでは後半の方の報告に移りたいと思います。南区さんお願いします。

○南区健康福祉課障がい福祉係長

南区健康福祉課障がい福祉係の呉井と申します。よろしくお願いします。南区の特徴的

な取組みとしまして、１点目は昨年度協議会より区バスへの要望書を提出しましてそれに

対する回答を担当課と意見交換を行いました。協議会から４点要望しました。１、車両を

できるだけ速やかにバリアフリーの車両に入れ替えること。２、障がい者、高齢者などの

特別な手助けが必要な利用者を本来利用者と位置づけ積極的に受け入れ体制、運転手の研

修等を整え利用者演習すること。３、運行ルート・日・時間について福祉・医療を利用す

る交通弱者の視点から検討すること。４、南区地域工業交通検討会議等の公共交通の検討

に関わる会議には、交通弱者またはその代弁者を参画すること。これに対し、それぞれ回

答をもらいました。１の車両については平成１６年に３台購入してるので今後の入替時に

検討したい。２の研修等については運行事業者に理解を深めてもらっている。３の運行体

系についても交通弱者、利用者の声、地域要望を踏まえ総合的な視点により検討していく。

４については平成２７年度より南区自治協議会の構成団体に身体障がい者団体が加わわり、

広くご意見ご要望を聞きながら誰もが利用しやすい交通環境の実現を目指しますと回答い

ただきました。次に、南区の地域課題について個別に具体的な解決策などについて検討し

ました。昨年出された地域課題の１つ、相談支援事業者が不足しているということでサー

ビス利用と計画策定の達成率を上げるためと、良質なサービスを継続するため相談員がど

うしたら増員になるのかということを第２回の協議会でグループワークで意見を出し合い

ました。出た意見としましては年１回の県の研修会だけでは少ないので研修を増やす働き

かけが必要。報酬が少ないため事業所の参入が難しい。事業所や相談員配置を増やすには
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施設の理事長、理事会への周知が必要。介護保険に上乗せで障がいサービスを利用してい

る場合の計画策定について周知されれば介護保険事業者も参入できるのではないかなどの

意見が出ました。このまとめについて次回意見をまとめることとなっております。今後の

計画としましては、引き続き具体的な解決策について意見をまとめ相談支援の相談の中で

ニーズを聞き、社会資源の少ない南区として現状を踏まえどうやって施設を活用していく

かを、また処遇困難事例に関しましても協議会で情報共有を図りながら検討していきたい

と考えています。以上です。

○山賀会長

はい、ありがとうございます。続いて西区お願いします。

○西区健康福祉課障がい福祉係長

はい、西区の健康福祉課障がい福祉係榎本です。よろしくお願いします。西区について

まず取組ですが、資料にありますとおり１つ目、事業所別連絡会議の開催とあります。こ

ちらは、西区は比較的事業所が多いということで各サービス事業所種別ごとに年間で７グ

ループに分けまして、各サービスごとの事業所に集まっていただいて課題の共有ですとか、

日頃どういうふうにやっているかっていう情報の共有をするために開いてます。上半期は

生活介護、児童、就労関係３つの会議を開いたところです。それぞれサービス事業ごとに

課題ということで、例えば高齢化ですとか強度行動障がい者への対応ですとか、そういう

部分で各事業所がそれぞれどういうふうにやっていたりですね共有してお互いに良いとこ

ろを取り入れていこうというようなことをやっていたりとかですね、あとは関係機関とど

ういうふうに連携してるかというようなところでも各事業所ごとに説明いただきながら共

有して良いところを取り入れていけるようにしていければということで開いてます。２点

目、相談支援事業所会議。こちらについては隔月なんですけれども、基幹相談支援センタ

ー事務局、あと行政の方、事務局としまして各区内の相談支援事業所に集まっていただき

まして１つは主に事例を毎回１つ取り挙げて困難な事例についてどういうふうに対応して

いくかっていうこと。例の積み上げということで共有をしていくものです。合わせて各相

談支援事業所で現状を報告いただきまして課題ということで吸い上げていくという場にな

っています。西区もですね、計画相談の方非常に一人あたりの相談員の方が抱えている件

数も多く、まだ未達成の部分ありますのでその部分について引き続きどのようにやってい

くかというところで議論をしたところであります。３点目が西区がく・ふく連携会議です。

こちらは西区の生徒さんが通う特別支援学校等、全部で今ですと９校あるんですが、その

先生方にお声掛けをしまして、合わせて計画相談事業所と基幹と行政のメンバーといたし

まして、日頃の生徒さんにつきましてスムーズに福祉サービスにつないでいけるための情

報共有の場ということでしております。実際に保護者の了解を得たうえで子供さんの情報

を出していただきながら主に福祉サービス、既に放課後等デイサービスを使われている子
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供さんもいれば、これから卒業を迎える福祉サービスにつながる方につきましてもいざ決

定する時にこの子だねっていうことでスムーズに支援がつなげられるような場ということ

で考えております。今後ということで、引き続き今お話しました３つの分の会議につきま

して開いていくというふうに考えております。以上です。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。続いて西蒲区お願いします。

○西蒲区健康福祉課障がい福祉係長

西蒲区健康福祉課障がい福祉係の織田島と申します。よろしくお願いします。区の特徴

的取組といたしましては、記載した４つの事業のうち、３つの区の年間スケジュールに組

み込んで、それ以外は西蒲区、交通弱者問題ワーキングチームにつきましては今年度立ち

上げて取り組んでいます。１つ目の西蒲区がく・ふく連携会議は昨年までは進路調整会議

でしたが名称変更しました。西蒲区在住の方を対象に卒業生の進路だけでなく、在校生に

ついても早い段階から関係者による情報共有や連携を行いよりよい支援につなげようとい

うことで開催しております。今年度は西蒲区内の福祉施設７施設と市内及び隣接市の特別

支援学校９校が参加して、障がい受容ができていない生徒や家族の存在が確認できました。

２つ目は保護者向け福祉サービスの説明会です。西蒲区在住の児童、生徒が通学している

特別支援学校、あと区内の特別支援学級の保護者や教員を対象に説明会を開催しました。

行政からは福祉サービスの説明を行い、基幹相談支援センターの冊子の紹介、あと役割に

ついてお知らせしました。今回は４０名を超える参加があり、必要な福祉サービスの手続

きについて説明を行うとともに、参加者アンケートからは障がい福祉サービス等の関心の

高さを伺うことができました。４つ目は障がい当事者団体相談員意見交換会です。こちら

は西蒲区内の障がい者団体、障がい者相談員、障がい者の手話サークルやパソコンサーク

ルの方々から参加いただきまして、それぞれの立場で抱える問題や地域で暮らす方々の事

例も交えながら情報共有をし意見交換を行いました。また、今年度は西蒲区内の障がいの

ある人の交通ニーズと実態把握を目標に西蒲区交通弱者問題ワーキングチームを立ち上げ

検討しております。ワーキングの参加者からは抱えている課題などを出してもらい西蒲区

の現状として高齢者の取り組み、公共交通の取り組みについて理解を深めているところで

す。今後の計画としてはヘルパー事業所情報交換会を開催し、日頃の支援や問題点などに

ついて検討を行う予定です。毎月定例開催しているケース会議の他に西蒲区がく・ふく連

携会議及び交通弱者問題ワーキングチームについても後半期も引き続き開催していく予定

です。以上です。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。それでは最後北区お願いします。
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○障がい福祉課介護給付係長

障がい福祉課介護給付係の山田と申します。よろしくお願いいたします。それでは、北

区障がい者地域自立支援協議会を、今年度に入ってからの上半期での特徴的な取組み・成

果及び下半期での今後の計画につきまして北区に代わって事務局よりご報告いたします。

まず特徴的な上半期での取組み・成果についてですが、第１に、北区の地域課題の検討・

検証です。各委員から困難ケースを提出していただき、北区の地域課題としてとりまとめ

た７件について当協議会として何か工夫できることはないか、それぞれ検討・検証してま

いりました。第２に、障がい者ニーズ調査として、グループホーム利用のアンケート調査

を昨年度実施いたしましてその報告書が完成しております。第３に、介護保険制度の研修

会の開催計画についてです。障がい者が高齢になられ、障がい福祉サービスから円滑に介

護保険サービスに移行するにあたって、制度間の継続支援の強化の必要性があるという北

区の地域課題から、介護保険制度の研修会を本年度も開催するということで、その開催時

点、参加者などについて計画を出しました。次に今後の計画について報告いたします。第

１に、北区の地域課題の検討・検証についてですが、下半期はすでに検討・検証した７件

の北区の地域課題について総括報告を取りまとめ、課題解決のために北区障がい者地域自

立協議会で、平成２８年度以降になりますが、実施できる項目の策定を行います。第２に

介護保険制度の研修会の開催ですが、平成２７年１１月２７日の午後２時より「介護保険

サービスと障がい福祉サービスの連携について」と題しまして、豊栄地区公民館の２階で

研修会を開催いたします。北区の事業者が対象の研修会とはなりますが、各区の障がい福

祉係及び各基幹相談支援センターにはご案内をしてあります。以上で、北区障がい者自立

支援協議会２７年度の特徴的取組み・成果及び今後の計画について、事務局より代わりま

して報告いたします。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。それではまた再度後半の部分について皆さんからご質

問、ご意見いただきたいと思います。いかかでしょうか。はい、石井委員。

○石井委員

石井です。西蒲区さんの障がい当事者団体相談意見交換会のどういった障がいのある方

と関係したかとか、どういう意見交換があったかというのを簡単でいいですので教えてく

ださい。

○西蒲区健康福祉課障がい福祉係長

はい、西蒲区にあります身体障がい者団体、知的障がい者団体、精神障がい者団体の代

表者の方が参加し、あと障がいの相談員の方が参加され、その中でも視覚障がいの方が手
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話通訳者が色々な公共機関にいてほしいんだけれども中々病院とかそういったところが充

実してなくて、そのために派遣申請しなきゃいけないのが大変だというお話があったりと

か、あと障がいのある方が地域で普通に生活していなくて地域で孤立する事例というのが

２、３紹介されましてそれについて意見交換を行いました。

○山賀会長

はい、いかがでしょうか。よろしかったでしょうかね。はい、ありがとうございます。

他にございますでしょうか。はい、熊倉委員お願いします。

○熊倉委員

南区さんの地域の課題、特にそこでは触れられてなかったんですけども、南区は非常に

鉄道交通ありませんし、バスも中々厳しい所なので、南区で特別支援学校に通ってらっし

ゃる人というのは１０代から様々な苦労をされてこられたと思います。それで、そういっ

た通学問題について南区さんの地域課題としての認識でありますとか、あるいはそういう

ことを発言すべき団体さんが南区の協議会に参加されてるかとか、その辺のことを簡単に

教えていただければと思います。

○南区健康福祉課障がい福祉係長

はい、南区の呉井です。ここには今ほど発表しなかったんですが、そこの場でも意見交

換の中でもその意見が出されました。南区としてはその意見をその段階ではお聞きするこ

としかできなかったんですが、保護者でバスの費用を負担しているということでした。委

員さんのなかにも関わってる方がいらっしゃいましたので、そういった意見は聞かせても

らいながら何か良い方向に意見がまとまるか、どういう方向に向けていけばいいのかそこ

では解決策は出なかったのですが、意見としては出されておりました。

○山賀会長

いかがでしょうか。

○熊倉委員

特別支援学校の高等部ですけれども、この初等中等教育といいますか義務教育ではない

んですけれども、こういった状況というのはやっぱりかなり問題ではないかと思うんです

れどもどういう解決策にしてもこれをやっぱり見つけられないっていうのは非常に当事者

にとっては厳しい話ですし、権利条約の読み方っていうのはよくわからないんですけども

一般の学校でも同じような状況になった時にはやはり通学支援ていうのはかなりあるわけ

でして現在の通学支援の制度はあるわけなんですが、これやっぱり放置していて良い問題

ではないような気がいたしますということを思っております。ここで時間を取っても情報
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が得ないというのであればそれはそれで我々にとっての問題としてこれからやっぱり伺っ

ていくべきだろうと思います。以上です。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。いずれにしても非常にいわゆる交通の保障といいます

か、そういう面を地域だけに限定しないで、イメージ的な問題としてきちんと捉えてほし

いと。地域格差といいますかね、そういうふうなご意見・ご指摘だったかと思いますので、

また区はじめ運営事務局会議でもその辺についてはまた折に触れて議論していきたいなと

思っておりますのでありがとうございました。貴重なご意見だったかと思います。他にご

ざいますでしょうか。はい、特にお手が挙がらなかったようですので、（１）の区協議会の

成果については以上で報告を終わります。続きまして（２）運営事務局会議からの報告と

なります。運営事務局会議の今年度上半期の実施状況について事務局より報告をしていた

だきます。お願いします。

○秋葉区健康福祉課障がい係主査

皆さんお疲れ様です。秋葉区障がい福祉係・村山と言います。運営事務会議の報告をさ

せていただきます。座ってお話いたします。お手元の資料で資料２「運営事務局会議議事

内容報告」Ａ４のこの資料をご覧ください。上半期３回運営事務会議が開催されておりま

すが、６月２９日それから９月の１８日の２回については各区の協議会開催後の検討課題

について意見交換をいたしました。それから９月１日の真ん中の１回については、障がい

福祉課の方から国の新しい動きについて意見を求められての開催でございました。まず６

月２９日の会から報告いたします。児童部門と障がい部門の早期連携についてということ

で、主にライフステージが変わる際の支援についてスムーズにいっていない事例があった

ということで区の方から問題提起がありまして、最初にあります児童相談所と障がい福祉

課の連携とありますが、具体的には施設入所をしている１８歳未満の障がい児が１８歳到

達とともに大人の施設に入所、施設が変わるというところで両機関の連携不足といいます

か、内容としてはそれぞれの児童相談所なり障がい福祉係のケースワーカーが個別に対応

してる部分だったんですが、悪い言い方をするとケースワーカー任せな部分があったとい

うことで情報提供が遅かったりですとか、その後の区の対応が中々すぐとれないというよ

うな事例がありまして、こちらについてはすでに双方で協議された上で、年１回障がい福

祉課の方から児童相談所に情報提供を依頼するという形で両者の連携を図るということで、

実際今年度４月から連携がより深まっているところでございます。それ以外にも、教育委

員会が行う就学相談会ですとか、各保育園に配置されている発達支援コーディネーター等

そういった担当者の方が日頃から密に連携することでそういったライフステージの変化に

上手く対応して、スムーズに作業につなげていけるんじゃないかというような意見がござ

いました。先程区の報告でもありましたが、一部の区ではがく・ふく連携会議ということ
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で実際に在校生含め支援の在り方について連携が図られております。そいうった活動にも

今後期待していきたいという意見がありました。続いて計画相談支援についてとあります

が、こちらについては６月の会議とそれから９月の会議でも引き続き区の方から懸念なり

課題が挙がってきています。平成２７年度９月末現在でほぼ９割を超える方に、サービス

の利用計画が作成済みという状況ですが、実際現場の声を拾うと、そちらにありますとお

り、相談員１人あたりの件数が多すぎて、より質の高い計画作成が困難な状況になると。

また、下にもありますが今後計画相談支援の信用安定化にもつながる懸念がある、そうい

った意見をいただいております。こちらについては、より踏み込んだ支援をするためにど

うしたらいいかというような議論があったんですが、中々国の制度の影響を見ながらとい

うことで、まずできるところからというような意見がありました。そちらにありますとお

り障がい福祉版支援の在り方、またビジネスモデルが必要ではないかですとか、そういっ

た意味で新潟市のスタイルを確立していかなければいけないというようなご意見がありま

す。実際には他都市の事例ですとか、目指すかどうかはわかりませんが介護保険・ケアマ

ネージャー、そういった状況・実態を検証しながら作業を進めていく必要があるのではな

いかというご意見がありました。続いて９月１日の報告ですが、地域生活支援拠点につい

て、とありますが若干補足させていただきますが、こちらについては障がい者の地域生活

に関する国の検討会において、地域における居住支援に求められる機能・強化。地域レベ

ルでの強化ということで、こういった機能を整備・強化するために２９年度末までに様々

な機能を集約した施設を造るもしくは付加するというようなことで今進んでいます。それ

について少し意見求められた部分で、具体的なその機能というところでいうと、資料がな

くて申し訳ないんですが、①相談②グループホーム等体験の機会③緊急時の受入対応④専

門的な人材の確保⑤地域の体制作り、について意見を求められているところでございます。

こちらについては、運営事務局会議といたしましては、そういった新しい施設なり機能を

整備するにあたって考慮してほしい事項として３つ挙げさせてもらっています。可能であ

れば１つの区１ヶ所前提に各区の協議会等を通じて区のニーズを把握して検討してはどう

かという意見。それから、そういった拠点ができる地域に何かメリットになるような、例

えば子育て支援ですとか、空き家対策等そういった地域の実情を加味したうえで検討が必

要じゃないかという意見が出ています。また、そういった事業を実際実施する社会福祉法

人なり、手上げ方式というのもあると思うんですが、ハード面でも支援がないと厳しいと

いうようなご意見をいただいています。そういった意味で公有地等を活用できないかなど

というご意見もいただいております。続いて９月１８日の運営事務局会議ですが、こちら

北区の方で行われたグループホームの利用アンケートについてその結果について意見交換

を行いました。結果から言いますと、自宅以外の生活の場として入所施設もしくはグルー

プホームといった二者択一ではないニーズの多様化が見られるという状況でした。具体例

としてはそちらにありますが、障がい福祉サービスではないんですが、賄い付きのアパー

ト、いわゆる下宿のようなスタイルで生活をしている方が最近増えているとそういったケ
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ースが増えているというような状況が報告されています。これについては、障がい福祉サ

ービス全て解決するということではなしに、既存の社会資源活用に向けた検討も今後は必

要ではないかという意見です。続いて、強度行動障がい者（児）支援についてとあります

が、そこにあります入所施設敷地内グループホーム。これについては後ほど（５）の議事

の方で予定されていますのでこちらでは割愛いたします。ただ先程、佐藤部長の挨拶にあ

りましたとおり、今年度市で行っている実地研修、全１２回あるうち現在４回まで終了し

ていると聞いておりますが、今年度その事業の効果等の検証が必要ではないかという意見

があります。続いて入浴サービスについて、先程中央区からも問題提起があった件でござ

いますが、中央区の方でアンケートをされた上で運営事務局会議でも意見交換をいたしま

した。当然、入浴に対するニーズはあるということで意見は一いたしているところなんで

すが、具体的な困難ケースについては、各協議会を通じて現状把握する必要があるのでは

ないかという意見でした。今後入浴しやすくするためのアイディアとしては、既存の施設

の入浴施設を例えば自己負担で通所者でない方も使えるサービスがあってもいいのではな

いかとか、それから生活介護、障がい者のデイサービスのようなサービスですが、今現状

としては、事業の指定を受けるにあたって入浴の設備というのが必須ではない制度になっ

ていて、仮に入浴を通所して日中したとしても加算を受けられるような制度ではないとい

うことで、言い換えると入浴が日中活動としてはまだ位置づけられていないんではないか

というような意見もありました。そのあたり機会を見て国の方に働きかけるですとかそう

いったことも必要ではないかというそういう意見です。報告は以上です。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。先程の区の報告とも関連する事項がいくつか挙がって

おりますので、そういう点もご注目いただければと思います。はい、ご質問・ご意見ござ

いますでしょうか。はい、栗田委員お願いします。

○栗田委員

包括支援センターしろね南の栗田と申します。計画相談支援ということについて、南区

でも相談１人あたりのケースが多すぎるということで課題に挙がっておりまして話し合い

がなされておりましたが、その話し合いの中で介護保険のケアマネージャーが障がい福祉

サービスを含めたケアプランを作成する場合、ケアマネージャーが相談支援専門員の資格

を持っていると重複して報酬をもらうことができるということが話し合いの中で出てきま

して、私はずっと介護保険の分野でしたのでそこで初めてそういうことができるんだって

いうことがわかりました。居宅介護支援事業所の中でそういったことがわからない事業所

というのはかなりあると思いますので、居宅介護支援事業所の方で障がいの相談支援専門

員の資格を取ってプランを立てるっていうことも考えてもらえば、その計画作成が１人で

も計画作成をする人が増えるのではないかなというふうに思いまして、そういった働きか
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けも必要なのではないかと考えますがいかがでしょうか。

○山賀会長 

はい、ありがとうございます。こちらは事務局で回答可能でしょうか。いわゆるケアマ

ネージャーが相談支援専門員の資格を取って計画相談の一部を担っていくというのを積極

的に進めていけるかどうかというご意見だったかと思いますがいかがでしょう。

○障がい福祉課長

相談につきましては、相談員が足りないということで、研修もそうなんですけど、今ほ

どお話がありましたケアマネージャーにも、もし余力があればこちらの方に参加していた

だきたいということで、色々研修をはじめ、１つの方策として考えているところです。ど

こまでできるかはわかりませんが、１人でも２人でもというところです。それから、合わ

せて今そういう意味では入浴の話も同じでして、高齢者デイサービス等にもし空きがあっ

て、障がい者を受け入れてくれるのであれば、受け入れていただきたいということで基準

該当についても積極的にお願いしてるという状況でございます。

○山賀会長

はい、事務局からの回答ですがよろしかったでしょうか。

○栗田委員

はい、ありがとうございました。働きかけを一生懸命されてはいらっしゃるんでしょう

けれども、やはりこう知られていないっていう現状がありますのでもっともっと広報活動

していくことで増えていく可能性があるのではないかなと感じますのでよろしくお願いい

たします。

○山賀会長

はい、１つの着目点というところかと思いますので、先程課長さんからの話がありまし

たように、どこまでできるのかっていうのはこれからまた詰めていただくということでぜ

ひよろしくお願いします。他にございますでしょうか。はい、坂井委員。

○坂井委員

はい、９月１日に行われた地域生活支援拠点について、ということで提案をされていて

１区１ヶ所でというような話題になっているのかなということが書いてあるわけですけど

も、どうも心配なのは、こういうふうに相談事業も含めてですけども、点々バラバラに色々

な支援が雨後のたけのこのように出てくるのはいかがなものかなという心配な点がありま

す。それに地域生活支援拠点というのは、施設なのかそれとも面としてやっていくのか、
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例えば我々のように相談事業がその周辺の地域生活を支えていくというようなことなのか、

そういうことも含めて色んなものが包括的に行われなければいけないんではないか。例え

ばコールセンターも含めてですけれども、そういったものがもう少し集約的にして包括的

に取り組まないと、またこれ１つ１点作りましたって言っても、施設の中で包含されてし

まってしまうと非常に使いづらいなというふうに思うのと、それと９月１８日に例として

賄い付きアパートというふうに言ってますけども、実は賄い付きアパートというのは専門

的支援をしてるわけではないんですね。放り出されて徐々に出来あがってきているという

現実を我々も関わっているんですけども、やはりそこの部分も含めて本当にこの地域生活

拠点というような所が包括的に関わっていかないと非常に危険だなっていうふうに。実際

はグループホームが出来ないという反面、こういった賄い付きのアパートが非常に出てき

ている。作りやすい環境にあるんですね新潟市っていうのは。そうするとその方が専門性

もないまま触法の人たちが入っていたり、知的の方たちが入っていたり、その人は何も支

援がないまま入っているという現実があるということはご存じだと思ってるんですね。そ

の辺やっぱり相談事業がきちんと関わっていかないと混乱するだろうな。逆に言うと怖い

のは、そのまま追い出されてしまって終わり。現実にもあります。そうやって追い出され

てしまうのは。適応できなくて警察騒ぎになるってことも含めて私共も聞いておりますし、

その辺も含めてもうちょっとここの部分も包括的なことを視野に入れて検討していただき

たいなと思ってますが。

○山賀会長

はい、ありがとうございます。この点についてはまた後ほど資料等で関連してくるとこ

ろがあるかと思いますので、今の坂井委員のご意見も踏まえてまた後ほど資料説明を聞い

ていただけるとまたご意見ご質問いただけるとありがたいなと思いますがよろしいでしょ

うか。はい、他にございますでしょうか。はい、熊倉委員お願いします。

○熊倉委員

計画相談支援について６月２９日の項と９月１８日の項で触れられているわけなんです

が、質の高い計画作成ということの、例えばどのようなことを言うのかっていうのを端的

にもしあの説明があればと思うんですが、色んな学校ですとか色んなところの支援でキャ

リアアップみたいな考えがあるんですけども、いわゆるその障がい者の方の計画相談支援

の中でそういう観点で質の高い計画というそういう意味なんでしょうか。

○山賀会長

はい、質の高いというものは何を具体的に含んで表現をしているのかというご質問でし

たがこれについてはいかがでしょう。ご回答。
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○秋葉区健康福祉課障がい福祉係主査

はい、今の質問について少し言葉が足りなかったかなと思うんですが、質の高い計画、

言い換えると運営事務局会議でも相談支援を行っている方からよく言われることとしては、

より踏み込んだ支援といいますか、今制度上は、区はそのサービスの利用計画の案を相談

事業所からもしくはご本人からいただいて受給者証を作る、そういった事務の中でいるの

で実際支給決定をしている立場から言うと、その方にとって要はどういったサービスが必

要なのかというのが最大限書いてあることが条件だと思うんですけども、逆に言うと相談

事業所さんとしては、その方と深く関わるとより違ったご提案をしたり、サービスだけで

はない何か相談に乗ったりですとか、様々な苦労があるようにお聞きしています。なので、

区から支給決定を受けるために出す最低限の計画プラスアルファ、より踏み込んだ支援イ

コール質の高い計画なのかなと勝手に理解をしてるところですが、もし何か議論等があれ

ば相談の方も大勢いらしているので聞いていいただければと思いますが。

○山賀会長

はい、それでは竹田委員。

○竹田相談員

基幹相談支援センター西の相談員の竹田です。運営事務局会議の方にも関わらせていた

だいているということで、先程から出てる点含めてお話をさせていただければというふう

に考えています。今ほどありました熊倉委員からの計画相談の質っていうことなんですけ

れども、実は介護保険のケアプランと、それから現在新潟市で行われている計画相談支援

というものは全く似て非なるものに実態としてはなっていて、具体的に言いますと、介護

保険の場合にはきちんと国保連の方でですね、ケアプラン作成時点でサービス担当者会議

といったのが開催されて、それが明記されたペーパーが出されないと給付が行われないと

いうふうな形になっています。ですけれども、計画相談支援の方は、本来的にはサービス

担当者会議を全関係者集めて行わなければいけないという枠組みにはなっているんですけ

ど、１人が１００件持ってやらなくちゃいけないという新潟市の特殊性からして実態とし

て月に１００件持ってったらそれはやれないんですね。やれないということの中でやらな

くてもいいようになってしまっている。やらなくていいようにしていかないと回らないと

いう実情がですね、今現在置かれている新潟市の実情なんですね。それに伴って、介護保

険の場合には毎月モニタリングということで毎月お金が入ってきます。それに基づいて３

５件の上限の件数、予防件数も含めて４０件という上限のきちんとした質の担保も制度が

ありましてそれに基づいてやらないと報酬が低減されるという形で、罰則規定も設けられ

ている。従って、１人の相談員が１００件持つなんてことはありえないわけですね、介護

保険の場合はですね。ところが一番多い人で多分２００件持ってるケースがあると思いま

す。そういうふうな実情の中では、そういう基本的なことがやられる体制には残念ながら
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今の障がいの計画相談支援はなっていないというのが正直なところであります。その点に

絡んで、先程栗田委員の方からお話もありました、介護保険のケアマネージャーさんが計

画相談支援の資格をとって行うっていうようなアイディア。これについては絶対できない

事業所数の不足の中で、西区の方でもなんとか増やしたいということで前々から啓発して

進めております。ただ、今申し上げましたように介護保険のケアプランとケアマネジメン

トとでですね、今時点の障がい者の計画相談支援というものの内容があまりにも乖離があ

ります。そういった状況の中で、中々それを実際に、初任者研修前期３日後期２日の５日

間全日使って取っていただいてですね、それでやってっていうような形では半年モニタリ

ングって言いまして、モニタリングが毎月ではなくて３ヶ月ないしは６ヶ月、１年という

この大きく言って３種類に分かれてしまうんですね。そうするとせっかく取っても６ヶ月

に１回しか報酬がもらえないというような状況があります。そうしたようなところで中々

量を多くして益少なしというようなことがあります。また上限でやっても７割という形で

ですね障がいの方と介護保険の方を同時に持った場合の保険ところの低減性の問題もあり

ます。ですので、中々制度的にはかなり難しい課題があるっていうことがあります。一方

で６５歳近い方の介護保険移行の問題含めてケアマネージャーさんが関わっていただくっ

ていうのはものすごく大きいメリットがあるんですね、利用者さんにとって。そういった

ことを含めて大変な仕事だけれどもぜひ障がいの利用者さんたちの質の向上のために関わ

ってもらいたいってことは私共もできるだけ多く啓発していきたいというふうに考えてお

りまして、そんな形の現状の中で喘いでいるというか悩んでいるというかそういうのが実

態だっていうのを補足として申し上げたいと思います。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。熊倉委員いかがだったでしょうか。中々質の高い低い

の定義っていうのは中々難しいのかなというふうに私も感じておりましたけど、今竹田さ

んのおっしゃるとおりですねやはり障がいの方の計画相談の特殊性で中々回数だけでは利

用者さんに寄り添ったというか利用者さんの立場に立った計画っていうのは中々回数だけ

では作れないものもありますということもお話であったとおりかと思います。いかがだっ

たでしょうか。

○熊倉委員

現場の厳しいお話を聞いていまして、私はこれ以上何も言うことはないと思っておりま

す。いずれにしても乗り越えなきゃっていう課題だとは思っておりますけど。はい、以上

です。

○山賀会長

制度的に求められている、計画に求められているものがやや違いがあるというか特性が
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あるのかなと。介護保険と障がい福祉サービスの違いがあるのかなというところも少し感

じた印象があります。他にございますでしょうか。はい、武田委員お願いします。

○武田委員

９月１８日の計画相談支援の一番最後の行なんですが、連携っていうのはすごくイメー

ジがつくんですけど役割分担っていうところでどんな形の役割分担のイメージになってく

るのか少しお知らせいただきたいなと思うんですが。

○秋葉区健康福祉課障がい福祉係主査

はい。最後の基本相談部分は区、ケースワーカー等との連携がやっぱり普段できないか

というような運営事務局会議の委員からの意見ですが、前段としては計画相談を作ってお

られる相談員さん、その計画を作るだけであればある程度業務をこなせるのだけれども、

それ以外の平常時のこと、細かな相談業務といいますか、基本相談といわれる部分でそう

いったやりとりに相当時間をかけているというようなお話もありました。そういった部分

については、ケースによってはですけども区の職員、ケースワーカーがおりますし、また

保健師等の日々の相談業務あたって、当然区とその相談事業所とまた基幹相談センターと

連携をしながらケースに当たっているとは思うんですが、割と良い意味でその計画相談が

周知されてきていてその利用者さんからすると相談する先がたくさんあるのは良いことな

んですけど、逆に煩雑になってきていてどうしてもその相談先として計画相談の日頃お世

話になってる相談員さんのところに連絡が集中して結果業務が多くなっているというよう

な現状をお聞きしたところこういったご意見が出ています。なので、その具体的な連携の

イメージというのはケースバイケースでのモデルではないんですけども、場合によっては

計画相談が回らないようなことがあっていけないと思うので、区の担当者に相談するなり

少しそういった意味で日頃の相談を割り振るとか、やっぱり利用者さんありきの話なので

そう簡単にいくことではないと思うんですが、そういった意味で少し区の方とのご協力が

できるのではないかとそういった意見でした。また今、市の方でも計画相談に関わるその

業務効率化に向けて何かできないかということで、今後ワーキングなり立ち上げて意見交

換をしていく準備をしておりますので、そこと合わせて区とのマネージメントについても

話題になるといいのではないかと思っています。以上です。

○武田委員

ありがとうございました。本当に相談員の方で、計画を立てるだけじゃなく実質つなげ

るところに同行したりということで、本当に日々忙しく頑張っていらっしゃるんだなとい

うことを実感しておりますので、そこら辺本当に上手く役割分担できていくといいのかな

というのは感じます。
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○山賀会長

はい、ありがとうございました。それでは、すいません。少し時間が押しておりますの

で、一旦ここで締めさせていただいて、続いて（３）の議事に移らせていただきたいと思

います。それでは、特別支援学校の進路検討部会のこれまでの実施状況について事務局よ

り説明をお願いいたします。

○障がい福祉課介護給付係長

はい、障がい福祉課の山田です。引き続き特別支援学校の検討部会について報告させて

いただきます。座って説明させていただきます。特別支援学校の進路検討部会ですが、今

年度まだ部会を開催していない状況ですが、昨年度３月の全体会以降の国の動きを踏まえ

て事務局より３点。①平成２７年度の卒業生の手続き状況、②平成２７年度検討事項、③

今後のスケジュール、について報告します。①平成２７年度の卒業生の手続き状況につい

て、本年度も２５年度・２６年度同様のスケジュールで進行しております。１０月から１

２月末までに利用申請の受付を行い１月中に就労継続支援Ｂ型、生活介護等の利用事業調

整を行い、就労移行支援・自立支援を含め２月初めに結果の通知を行う予定でおります。

今年度の利用申請者数については昨年より１０名程度通所施設への申込み数が多くなるの

ではと見込んでおります。②平成２７年度検討事項です。昨年度からの継続審議事項です。

卒業生で春から就労継続支援Ｂ型の利用を希望する者に対して、就労移行支援事業による

就労アセスメントが必要ですが、平成２７年度時点で就労移行支援事業所でのアセスメン

トは実施しているものの、就労移行支援事業としての支給決定を行ってのアセスメントは

実施できていないことから、暫定支給によるアセスメント実施について平成２４年度から

継続的に検討しています。今年度に入り、就労継続支援Ｂ型の事業の利用に関わるアセス

メントについて全国的に行われていた経過措置が完全終了したため、厚生労働省が制度の

見直しや留意点、マニュアル等を発出しております。これにより新潟市において課題とさ

れてきたいくつかの件については解決が可能となっております。次に資料の２枚目、特別

支援学校の進路検討部会にて課題をまとめております。１つ目、児童相談所等による意見

の発出。者みなし手続きは児童相談所での面談が必要で非常に時間がかかるとされてきま

したが、今回一括で申請しまとめて意見書を発出する方法が示され、新潟市児童相談所、

こころの健康センターとの調整を主に進めております。２つ目、他のサービスとの併給に

ついては従来課題とされた児童福祉法サービス、放課後等デイサービスなどの点は解決し

ておりますが、新たな課題として者みなしを行うことにより、従来より同行援護・行動援

護・短期入所などの支給決定を受けた生徒は利用者負担や障がい支援区分の認定等の点か

ら整理が必要となっています。現在はシステム運用を含めて検討中です。３つ目は就労移

行事業における報酬上の課題として、卒業生を受け入れた場合定員超過になる点が課題と

なっていました。これに関しては今年度制度改正により、時期的にアセスメントを受け入

れる場合の利用者は定員の枠外となり、定員超過の問題は発生しないことになりました。
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４つ目、暫定支給決定時のサービス等利用計画の作成に関しては、暫定支給を行う場合の

サービス等利用計画の作成が必要となるので相談支援事業所の負担も含め引き続き検討が

必要となっています。留意点として、今回相談支援事業所の役割が大きくなり、就労継続

Ｂ型のアセスメントが出たとしても、長期的視野に立ち就労支援の移行に向けた継続的支

援を行うことがマニュアル等でも明記され、相談事業所・Ｂ型事業所との連携が重視をさ

れています。５つ目、学校・区役所・就労移行事業所間のスケジュール調整です。従来ス

ケジュールに暫定支給という大きな手続きが加わりますので、各関係機関がそれぞれ時間

で決定を受けることになります。各機関へのヒアリングから２年生の２月・３月頃から動

かないと３年生の６月にアセスメントすることが難しいのかなと見ております。今後の本

部会のスケジュールとしては、利用者負担との新たな課題の整理を行い、早めに関係団体

へ制度周知を図りたいと考えております。次回３月の全体会でご報告したいと考えており

ます。報告は以上となります。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。特別支援学校の進路検討部会については折々に触れて

部会の報告をいただいてるんですが、全体共有がどの程度今の時点でできるかなとか正直

今不安で、初めてこの話を聞くとどういう制度でどうしてこういう部会があるんだろうか

というところもわからない方も中にはいらっしゃるかなと思うんですが、事務局の方で簡

単にこの部会の背景などを少し補足説明をしていただくことは可能でしょうか。

○障がい福祉課介護給付係主査

障がい福祉課介護給付係の金子と申します。資料がない部分もあり、年度的な部分で誤

りがあるかもしれませんが、簡単に説明させていただきますと、就労継続Ｂ型を利用する

場合には、平成２４年度からただ単純に通常の障がい福祉サービスを利用したいというと

ころで障がいの状況が確認できれば、施設の利用というのは比較的申込みから申請利用ま

でできるんですけれども、国の方がやはりまずは就労できる方については就労の方向にと

いう流れの中で、就労継続Ｂ型を希望される方につきましてもまずは就労のアセスメント

をして本当に一般就労ができないだろうか、できるだろうか、そういったところも確認と

いうところで暫定支給決定という形で、まずはその就労のアセスメントを取るようにとい

うことで制度の改正がありました。それは経過措置がありましたので実際は２５年度から

ということになりますでしょうか。そういった形で制度改正があったんですけれども、た

だ全国的にそういう状況にすぐ就労Ｂの前にアセスメントをするというのが中々できない

自治体もありますので、一部経過措置を残したまま、この２６年度末まできたんですけれ

ども、そんな中で経過の中でアセスメントをして就労継続Ｂが適当というふうになった場

合にはＢ型を利用しましょうという、要は自治体の方も事務手続き的なところも含めまし

て準備期間というのが非常に長くあったという状況です。ただ、そのような説明になるん
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ですれども、新潟市の場合は特別支援学校の卒業生の方が非常に多く出ますので市として

制度変更というか、今まで就労Ｂを希望すればすぐ使えたという状況ではなくなってしま

ったので、できるだけ卒業生の皆さんにスムーズに４月からのサービス利用ができるよう

にということで色々検討してきました。結果２４年・２５年・２６年ということで制度的

に非常に課題が多かったので１つの自治体では解決ができないということでこれだけ長い

時間継続審議になったんですけれども、本年度経過措置が完全終了したことによりまして、

国の方がだいぶ制度改正してきましたので、新潟市の方で課題となっていたところが比較

的クリアできるような状況になってきたということになります。

○山賀会長

はい、ありがとうございます。急にふりましてすみません。今ほどありましたように、

特別支援学校は今まではすぐ卒業するとどこの施設に行くかと、本当に親御さんと進路先

を決めてそして施設と入れるか入れないかという形で契約をしてたわけですが、この自立

支援法はっきり言ってしばらくの間は経過措置でそういうことも認められていたんですが、

国としてはやはり一般就労への移行を積極的に進めてほしいという背景があって新潟市で

もこういうルール作りをきちっと検討しなければいけないという背景がありまして、この

部会ができたということで今ほど私の方でも少しかいつまんで申し上げるとそういう経緯

がありますと。そのためのルール作りとして色んな細かい点をクリアできるのかどうなの

かということで今回の資料にあるようにこういう点はクリアできそうですというふうな形

で確認をしていただいたということです。よろしいでしょうか。はい、ご質問ある方いら

っしゃいますでしょうか。はい、では今回もご報告ということでしたので特にご質問なか

ったようですのでありがとうございます。続いて議事の（４）新潟市障がいのある人もな

い人も共に生きるまちづくり条例について事務局よりご説明をお願いします。ただすいま

せん、時間があまりないのでよろしくお願いします。

○障がい福祉課共生社会推進担当係長

障がい福祉課共生社会推進担当の竹中と申します。私の方からは１０月１日に公布され

ました新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例についてご説明させて

いただきます。前回の自立支援協議会では２７年３月までの検討経緯についてご報告して

いますので、その後４月以降の経緯と条例の概要についてご説明させていただきます。お

手元の資料４をご覧ください。４月１６日に開催された第１７回検討会で最終取りまとめ

を取りまとめましてその後５月８日市長へ提出されたところです。５月２１日からはパブ

リックコメントを実施し、その後法制化審査９月議会での審査を経ましてこの１０月１日

に条例が公布されました。来年度４月に条例が施行されますが、施行に向け積極的な周知

をはかっていきたいと考えています。それでは２ページをご覧ください。条例の概要につ

いて説明させていただきます。まず目的ですが、障がいのある人もない人も安心して暮ら
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せる共生社会の実現を目的としています。基本理念ですが、目的の達成のため障がいや障

がいのある人に対する理解を深めること、話し合いを基本理念としています。次に市の責

務、市民事業者の役割ではそれぞれの役割での責務・役割を規定しています。次に条例で

禁止している事項ですが、市と事業者に不利益になる取扱いと合理的配慮の不提供を法的

義務で禁止しています。不利益になる取扱い等は次のページの県政の四角枠組みの中に具

体例がありますが、正当な理由がないのに障がいがあるという理由でサービスなどの提供

を拒否したり制限したり、または障がいのない人にはつけないような条件をつけることを

言います。合理的配慮の不提供とはこれも次のページに具体例がありますが、障がいのあ

る人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合また意思の表明がなくとも配慮が必

要なことを認識しうる場合に過重な負担となる場合を除き、障がいのある人の意向を尊重

して求めに応じた何らかの調整や工夫を行わないことを言います。下線部分の意思の表明

がなくとも配慮が必要なことを認識しうる場合と意向の尊重については国の差別解消法の

合理的配慮には規定がない部分です。この部分については障がいのある人からも意思の表

明がなくても周囲の人が何らかの配慮が必要だと気付いた場合も合理的配慮が提供される

べきという意見には合理的配慮の提供にあたっては障がいのある人の意向が尊重されるべ

きという考えが条例であえて上乗せしている部分になります。ただし、障がいのある人が

合理的配慮を背負おうとしていることを認識できない場合は合理的配慮の提供義務は発生

しません。次に未然防止策ですが、障がいに対する理解を深める周知啓発、研修の実施と

差別解消に向けた協議提案などを行う条例推進会議の設置について規定しています。次に

事後対応策ですが、実際に差別が起きてしまった場合に対応する相談機関を設置します。

また相談機関の対応により調整が図られなかった場合には助言・斡旋の申立てを行うこと

ができます。調整委員会は中立的な立場で助言・斡旋の必要について審議します。勧告・

公表については差別を行ったと認められる場合で非常に悪質な場合に限り行います。この

条例は話し合いにより互いの立場を理解することを基本理念としていますが、話し合いで

は解決できないようなケースも想定されます。そのため助言・斡旋・勧告・公表を条例に

盛り込み実行性を確保することとしています。なお、、合理的配慮が法的義務とされる事業

者に対する支援策としまして相談機関は何が差別に当たるかなど差別に関するあらゆる相

談に応じることとしています。また助言・斡旋については差別を受けた方だけではなく、

差別を行ったとされた事業者も申立てが可能な仕組みとなっています。次に８の自立社会

参加のための支援ですが、市立の学校や保育園における個別の支援計画の策定については

国の指導要領や保育指針では努力義務となっていますが、この条例では策定を義務化して

います。次に９のその他、条例の特徴・解釈に移りましてまず（１）ですが、市民に親し

みやすい条例にするためですます体の条例としています。（２）ですが、民間事業者の合理

的配慮の不提供につきましては差別解消法では努力義務としていますが、努力義務とした

場合障がいのある人の生きづらさの原因となっている誤解や偏見などをなくすための話し

合いが行われない事態が尊敬されるため、この条例では法的義務で禁止しているところで
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す。（６）ですが、隣人や家族などの一般市民の関係における差別はこの条例の対象とはし

ていません。これは一般市民の行為や個人の思想、言論についても条例により規制するこ

とは不適当と考えられるためです。（７）ですが、合理的配慮を法的義務としては禁止して

いますが、民間事業者に対して条例に従うよう強制するというよりは話し合いにより相互

理解を深めることで解決を図ります。次に（８）ですが、不特定多数の方が利用するよう

な施設などの環境整備、バリアフリーについては合理的配慮とは別な位置づけとなります。

（９）ですが、罰則により差別をやめさせても互いへの理解は上手く深まりませんので、

条例では罰則は設けていません。次に４ページではこの条例の特徴、５ページでは条例案

を求める主なもの。あと参考資料２では、公布された条例の全文がありますので後程ご覧

になっていただきたいなと思います。以上で条例の説明は終わりますが、自立支援協議会

の委員の皆様におかれましてもぜひこの条例に対する理解を深めていただきたいと考えて

います。私からの説明は以上です。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。この条例について何かご質問ありますでしょうか。

○広岡委員

きぼう福祉園の広岡です。本当に素晴らしい条例ができたなと思っております。各区で

の意見交換など長い年月をかけてじっくりと作られた条例だなと思うのが本当にこの参考

資料見たりしてわかりますので、関係者の方々は本当にご苦労されたなと思っております。

それで来年の４月から障がい者差別解消法がスタートするんですが、本当にこの法律です

とかこういった条例が整備されたからと言ってすぐに障がい者に対する差別ですとか偏見

ですとかそういったものがなくなるかって言ったらそうじゃないと思うんですよね。です

からそういった部分をこれからもこの条例を見守って検証していく意味でも色んな人の事

例ですとか意見・要望などを聞いてもらうような障がい者差別解消地域協議会というもの

を立ち上げて検討していただけないかなと思っております。地域を本当に全体で支える力

を持っていくためにも今後法律ですとか条例だけじゃなくてそういったものをどんどんど

んどん色んな事例を検討していただくような地域の協議会をぜひ作っていただきたいなと

思っておりますので、そういった要望を１つ出したいなと思います。

○山賀会長

事務局いかがでしょうか。

○障がい福祉課長

はい、ご意見ありがとうございます。この資料の２ページ目の６の差別の未然防止策の

なかの（２）の条例推進会議が、その国でいうところの会議にあたるところになります。
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ここでは様々な相談を、特に合理的配慮という範囲が中々ぱっとわからないものもありま

すので、そこは相談を積み重ねていく中で皆さんで共通認識を持っていく必要があるとい

うふうに考えております。今広岡委員がおっしゃったご意見を踏まえながら推進会議を進

めていきたいと思っています。ありがとうございました。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。

他にございますでしょうか。はい、ないようですので続いて議事（５）ですねグループホ

ーム設置基準の緩和についてお願いしたいと思いますが、すいません少し予定していた時

間が皆さんから活発なご意見も頂戴しているので少し残りの時間が事務局の方からできる

だけ要点を簡潔にお願いできればと思います。よろしくお願いします。

○障がい福祉課介護給付係長

はい、資料５をご覧ください。グループホームの設置基準の緩和についてです。これは

入所施設の敷地内におけるグループホームの設置の禁止規定の緩和について皆様からご意

見をいただきたいものです。まず現行の基準にについて説明いたします。１をご覧くださ

い。グループホームの敷地内設置を禁止する規定というものが平成１８年の障害者自立支

援法に基づく指定基準省令の施行時からある規定です。当時障がい福祉サービス全般の基

準を検討していた社会保障審議会障がい者部会の議論でも様々な意見が出され、賛否両論

あったところです。最終的にはグループホームは敷地外を原則とし、平成２３年度までは

特例的に条件付きで敷地内を認める取扱いをされていました。この特例が地域移行型ホー

ムと呼ばれ利用期間を２年に限定すること、入所定員または精神病床の減少を伴うことな

どの条件付きで認めることとしたものですが、当市ではこの特例により開設したグループ

ホームはありませんでした。その後、国から政令市への権限委譲に伴い平成２５年に市で

も基準条例を持つこととなり、一部の基準を除いて地域の実情に応じて市でも自由に基準

を持つことができるようになりましたが、グループホームの規定については国基準に引き

継ぎ現在までは記載のとおりの規定としております。ただし、国はグループホームを入所

施設や病院の敷地内に設置しなければならないと規定しながらも敷地内・外の判断に関し

ては自治体からの問い合わせに対して、この資料の２つ目の黒丸に記載のとおり、①グル

ープホームの入所施設が塀や柵などで区切られていること、②敷地外からの入口がグルー

プホームと入所施設とで別であること、③利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確

保されることの３つの条件を満たす場合には敷地外とみなしてよいと説明していました。

次に２に進みます。当市では障がい者の入所施設から地域生活への移行を目指しています

が、地域移行者数が例年１０人から２０人程度に留まっており、入所待機者は１５０人を

超える状況です。地域移行が進まない要因は複数ありますが、地域に移行する際の受け皿

であるグループホームの設置が進まないということが大きいところです。当市としてもグ
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ループホームの設置促進のため市単独で運営費の補助などを行っていますが、思うように

進捗していないところです。その理由の１つとしては土地、建物の確保の困難性がありま

す。一方で、入所施設については入所施設と一体の比較的広い敷地を有していることが多

く、その敷地をグループホームに活用できれば入所待機者削減および障がい者の住まいの

確保を促進することができると考えています。このことから当市としては入所施設敷地内

グループホームについて検討したく、自立支援協議会の場をお借りして皆様のご意見をお

伺いしたいとして議題として挙げさせていただいております。この自立支援協議会の場の

みでのご意見を受けて決定するわけではなく、現在障がい者施策審議会でも審議をいただ

いておりますので協議会及び審議会でいただいたご意見をもとに検討を行う予定です。な

お、精神科病院の敷地内グループホームについては平成２７年度条例改正における地域移

行支援型ホームについて当事者団体から慎重な判断を求める意見が寄せられているため、

今回の審議事項には含まれておりません。それでは資料裏面をご覧ください。３番と４番

同時となりますが、まず３番の入所施設敷地内グループホームを認めるべきか否か。続い

て４番で入所施設敷地内のグループホームを認める場合どのような条件を付すべきかにつ

いてご審議いただきたいと思います。以下に例示として考えられる条件を挙げております。

敷地内設置を認めるために全ての条件を満たす必要があるという意味ではございません。

ここに挙げた条件やこれ以外にも委員の皆様から挙げていただく条件があればそれらを含

めましてどの条件に付すべきかを考えてまいります。なお、参考として５番に他都市の改

正状況を掲載しております。当市で把握しているところでは４県４市において敷地内グル

ープホームを認めており、この表は各県市ごとにどのような条件を付しているかをまとめ

ております。この内既に敷地内グループホームの実績があるのが岐阜県において２住居、

長崎市において２住居となっております。また、先程障がい者施策審議会でも審議中と申

し上げましたが、これまでに委員の皆様から出されたご意見についてまとめたものを次の

ページの６番目に載せております。ここにあるように賛成意見としては地域移行・入所待

機者解消という喫緊の課題を解決するためには有効な施策ではないかといったご意見や、

当事者や家族からも住み慣れた入所施設の近くでの生活を希望する声があるといった意見

が受けられております。また反対意見、慎重な審議を求める意見としては敷地内グループ

ホームは施策の後退にあたる、他の選択肢や方策がないのか、といった意見となっており

ます。なお、次ページ以降についてはグループホームの概要、現状と課題について参考添

付をしております。資料の説明は以上となります。賛否両論あることとは思いますが、こ

の度皆様からいただいたご意見のみで決定するというわけではございませんが、施策審議

会も含めまして色々なご意見を伺い検討したいと考えておりますので忌憚のないご意見を

いただければと思います。説明は以上になります。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。お手元の資料を踏まえたうえでご質問・ご意見をいた
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だければ、また施策審議会等にも反映させていきたいと事務局からの報告でした。いかが

だったでしょうか。はい、田中委員お願いします。

○田中委員

西区の自立支援協議会の会長をしております田中と申します。私、今グループホームも

持っている施設の管理者でもあります。その体験といいますか、観点からお話をさせてい

ただきたいと思いますが、緩和については賛成です。やっぱりグループホーム利用される

方が自分の生活を作られる、朝起きて今日何の服を着ようか、あるいは作業所に行く準備

をしなきゃいけない、日中活動しなきゃいけないわけですから、それから帰ってきて何を

食べようかとかそういったことを自分で決めていくっていうふうな生活がグループホーム

の中では待ってるわけでして、そのことはやっぱり障がいを持った方々の自立に繋がって

いっていってるのではないかというふうに思うからです。それで、敷地内でも今はここで

その条件等々が付いてますので、これらを加味しながら作っていったらいいんじゃないの

かなと。一番大事なのはやっぱり利用者が自立した生活を送ることができるということが

一番大事であって、ここに付いている条件ですね、グループホームは入所施設から独立し

た建物である。あるいは塀や柵で区切られている、入口が別々である。それはいいんじゃ

ないのかなと思います。地域との交流というのはすぐにっていうのは難しいと思いますの

で、５年とか１０年とか２０年とか色んな地域の方をお招きしたりあるいは自分達も地域

に出て行ったりというふうなことで馴染んでいくのかなというふうに考えています。それ

から誘導したい施策の中でこれはちょっとなと思うところがあるんですが、限定してその

期間内の敷地外のグループホーム等利用できるように追い出すような形として読めるんで

あれば、これはいかがかなとせっかくグループホームに入られて敷地内外問わず入られて

生活を送っていかれる方に期間を設けるというのはどうなんだろうかなということと、そ

れから重度障がい者を優先するっていうのは１つの考え方かもしれないんですけれども、

実際には重い方もおられるしそうでない方もおられてバランスの問題かなと。誘導したい

施策ですので必ずこうなるかどうかはわかりませんけれども、その辺のバランスを考えて

作られたところが考えてやればいいのかなというふうに思います。私としては中々グルー

プホームを作ることが進んでいかないのであれば敷地内であってもその辺はそれはそれで

いいのではないかというふうに思います。

○山賀会長

はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。色々思い思いのご意見、感

想あるかと思いますので絶対的にこれは正しい、間違いということではなくてこういう見

方もあるんじゃないか、ああいう見方もあるんではないかという今の田中委員のご発言だ

ったかと思います。いかがだったでしょうか。はい、中野委員お願いします。
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○中野委員

すいません、私は過去に入所施設にいまして、それで入所施設というのは山の中にあり

ますよね。それでそこにまたグループホームを作るということはかなり街の中から外れて

いくんじゃないかという、地域に地域にと言いながら施設内に建物を建てるというのは、

私は怖いし反対ですし、それであれば入所施設をもうちょっと質を充実させてしっかりと

したケアをさせるなり、それこそ自立訓練棟ですかねグループホームに入る前にそこで訓

練というか練習をして地域に戻そうという、ちょっと古い福祉なのか、私は危惧を感じま

す。それと今のグループホームを見ていますと、町のなかの近隣の人達との結び付きがあ

まりにも少ない気がして、その電球の球が切れた時に隣の家に行って「おじちゃん電球の

球替えて」とかいうそういう付き合いをしていかないと、グループホームは本当に伸びな

いのかなという、もうそれはバックアップ施設の仕事であると思います。以上です。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。立地条件、環境にもよるかなというお話だったと思い

ます。他にございますでしょうか。はい、熊倉委員。

○熊倉委員

手をつなぐ育成会として意見というのは実は明確に表示はしなかったんですが、１つは

やはり地域の中であるべきというグループホームの姿を、そんな風だろうなとは思ってい

たんですけれども、もう一方で今何が問題になっているのかなというと親御さんが自分の

目のの黒い内だってことで頑張っておられる親御さんがいっぱいいらっしゃって、そして

入所施設自体は新潟は少ないとされていて実際にそこに入っていない方もかなりいるとい

うふうな状況の中で親御さんがコけた時にですね、様々な問題が出てくるという言ってみ

れば限界部落もあれば限界集落もあれば限界家族もあるということで、そしてまた親亡き

後ではなくて実は事実上もう親亡き後という状況になってきてしまっているという、です

から逆に親が亡くなる前にやっぱり親元からの自立というのを果たしていかないと本当に

障がい者福祉っていうのはやって来ないんじゃないかとそんなふうに考えておりますので、

どのようなグループホームがいいのかということで１つはこういうことも考えられないこ

ともないと非常にその辺は言っております。あともう１つは誘導したい施策の中に評価は

色々なのですが、やはり障がい者の自立というのを実現するとなればもう障がい者のこと

をやはり十分数のなかに入れてやっていかないと大変なことになるかと思います。入所待

機者の内容その他その辺のこともよく探る必要があると思うんですが、そして一般に相談

支援事業所に行ってグループホームに入れたいという方の選択肢としてあるのかつまり、

入所施設の中からその利用者がグループホームを利用するということであるとすると一般

的にいうそうでない人のグループホームの利用というものとは必ずしも結びつかないので

はないかなっていうその辺の懸念が若干ありまして十分秘策として狙うべきではないかと
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いうことを期待しております。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。はい、小林委員お願いします。

○小林委員

太陽の村の小林です。お世話になっております。この敷地内のグループホームに関して

は非常に悩ましいとは思っていまして、理念と実際とは乖離しているとは思うんですけど、

私の個人的な意見は一応賛成です。先程の意見にも少しありましたけども入所施設は山の

中でそれでそこにグループホーム作るのはどうかというのは、国はそういう考えだったか

らとは思うんですけども新潟市、敷地内グループホーム認める場合の表で大分やってらっ

しゃるところは政令市とか都会の所だとは思うんですよね。新潟市もそれに入るんじゃな

いかなと思います。正直私共、任意かどうかは別として、この度強度行動障がいのための

グループホーム「なの花」を作ったんですけども、たまたま私共の敷地の、すぐ歩いて２

分の所に土地があったんでそれ購入してあったので作ることができたんですけども、そこ

にあることとその入所施設にあること何の違いもない。ただそこでは、敷地と実際離れて

いるので片方グループホームなんですけれども、私共のその敷地内に土地があってほとん

ど同じ距離の場所が敷地内なんですね。何が違うのかって言われると、ほとんど違いはな

いかと思います。大体新潟市の入所施設は車で町中に行くのにやっぱり３０分程度で着い

ちゃいますよね。そういう意味でも賛成意見あるかと思うんですけど、十分その地域との

交流ですとかそういうのが確保できるんであれば構わないんじゃないかなと思っています。

あとまだまだその正直、実際問題としてグループホーム作る時に近隣住民さんとの問題は

ありますよね。総論は賛成だけど各論は反対ってパターンすごい多いんですよね。それで

あるならば、敷地が余ってるところの入所施設を持っている法人の敷地内で作ってお互い

安心してやるのは悪くないかなと思います。ただ、今すごく悩んでいるのが、なの花が心

配だなと思っているのが、いかに近くてもなの花のグループホームはうちの敷地すごく近

くて実際入所施設の職員兼務してやっているんです。安心でしょって言って入所の利用者

の方に移行しませんかと反対せずに言ったんですけれども、結局反対されちゃったんです

よね。やっぱし待遇がいいと。出なかったものも出なかったんですね。理由は大きいとこ

ろに入るには家賃の問題があるんですね。グループホームで必ず家賃が発生して入所以来

たぶん今の現状調べていただければわかると思うんですけども入所より高いんですよね。

そうすると不思議なことが起こるんですよね。敷地内にグループホーム同じような建物が

あったとしますよね。そうした場合、グループホームの方は家賃が高くて入所施設は家賃

が無いんですよね。だったら金持ちだけがいいとかいけないとかそういうことになり兼ね

ないんですよね話としては。それも考えないとだめかなとは思います。全く別なんですけ

ど。だったらそのグループホームを家賃なしにすればいいじゃないかと問題があるんです
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けどそうもいかないかなという気もしてましてね。だったら入所施設とはどういうことか

と、入所施設は大量に人を個室の劣悪な環境とは言いませんけれども集団生活で耐えるか

ら家賃が無い。グループホームは一人で住めるから居室で１つちゃんと確保されて素敵な

所に住めるから家賃が高いのってこういう話になってしまうんですね。なんかちょっと違

うような気がするんですね。そういう勢いになってしまいがちなのを非常に危惧します。

賛成なんですども、そういったこと細かいところまで実態と擦り合せながらやっていけれ

ばいいなと思っています。はい、以上です。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。まだまだすいません、ご意見をお伺いしたいのは山々

なんですが、予定をしていた時間を回ってしまいましたが、ここまでで事務局の方で何か

コメントはございますか。感想でも結構です。事務局の方で。

○障がい福祉課長

はい、ありがとうございました。今日時間がない中でこの件に関してご意見あるという

方がありましたらファックスでもメールでも結構ですのでいただきたいと思います。私共

としては年間５０人分のグループホームという計画の中で、今まで単価の上乗せですとか、

国に対しての単価の要望等色々動いてきた中で、もう１つの手段として敷地内と、１つ加

えてきたわけなんですけど、現実問題として新潟市には県内でいうと異常な待機者の数が

あります。他の圏域と比べると桁違いの待機者という中で、グループホームも入所施設も

上越圏域・中越圏域と比べると半分程度の数しかないという現状もある中で、どうやって

グループホーム作っていこうかという中での今回の議論ということだけ補足して今回終わ

りたいと思います。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。それでは今５時１０分ぐらいになりました。１０分程

度延長してますが、できれば残り５分程度でその他の方終わるとありがたいかなと思って

おりますのでその他に移らさせていただきます。事務局お願いします。

○障がい福祉課介護給付係長

それでは、入所待機者の実態調査の結果がまとまりましたのでこの場をお借りしてご報

告させていただきます。お手元の報告資料、入所待機者の実態調査をご覧いただきたいと

思います。入所施設における待機者の実態把握を目的に入所待機者数及び入所の緊急度に

ついて調査を行いました。調査結果の（１）入所待機者数は平成２７年７月時点で実待機

者数が１５５名、内訳は身体４９名、知的１０６名です。また、複数の施設を掛け持ちで

申請している待機者数延べ人数といたしましては、合計で１９３人でいずれも平成２６年
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２月の時点よりはやや減少傾向にあるところです。続きまして、入所の緊急度を新たに調

査いたしました。入所待機者の必要度・緊急度、Ａ．必要度・緊急度が高い。Ｂ．必要度

は高いが緊急ではない。Ｃ．必要度は低い。という分類で調査をしたところ、実待機者数

１５５人中、必要度・緊急度が高いＡは身体・知的合わせて７２名と全体の４６．４％を

占めております。緊急度Ｃの５９人については、すでにグループホームや障がい者支援施

設に入所されている方も含まれている状況です。さらに、年代別に緊急度の調査をした結

果としては、２０代から５０代にかけての割合が多くなっている状況です。今後も待機者

の実態把握は引き続き行ってまいります。この調査につきましては申請している方のケー

スワークもありましたので、各区役所の方と連携をとって調査をして２７年の７月に結果

をまとめたところでございました。説明は以上となります。

○山賀会長

はい、ありがとうございました。先程も親亡き後の問題ということも熊倉委員の方から

グループホームに関連してありましたけれども、今回入所待機者の実態を掘り下げて把握

して皆さんの方に情報提供していただいたということですのでこの辺をまた十分参考にし

ていただければありがたいなと思います。特にご質問等ある方いらっしゃいますでしょう

か。では、また何かありましたら個別に障がい福祉課の方にお問い合わせいただければと

思います。それでは、時間延長してしまいましたが皆さんからはたくさんのご意見、ご提

示いただいて本当にありがとうございました。これで議事を終了したいと思います。以上、

事務局にお返しします。


